
下水道への接続をお願いします！
 下水道が完成すると…
　台所やお風呂の排水を下水道管に流すことができます。し尿もトイレを水洗にすれば、浄化槽を設置
せずにそのまま下水道管に流せます。
　工場や事業所などの排水も、有害物質を除いて下水道管に流せるようになります。

　これらの利点は目に見えないものもありますが、自然環境や生活環境に良い影響が出てきます。日野町の下水
道接続率は他市町と比べると低いのが現状です。今一度下水道への接続をご検討ください。

きれいな
まち さわやかな

生活

 汚泥などの再利用 汚泥などの再利用
　下水道には、水、汚泥、エネルギー
など再利用できる資源がたくさんあ
ります。省エネやリサイクル社会の
実現のため、これらの活用が注目さ
れています。
　下水処理場から出た汚泥は肥料や
歩道の敷石に再利用されています。

資源の
有効利用 美しい

自然

 川や湖がきれいになります 川や湖がきれいになります
　生活雑排水などの汚れた水がそのまま流
れると、水路や川、やがて湖までもが汚くなっ
ていきます。下水道は汚水を下水道管に集め
て運び、処理場できれいにしてから放流する
ので、川や湖を汚染から防ぎ、大切な水資源
ときれいな自然を守ることができます。

 トイレが水洗化されますトイレが水洗化されます
　し尿をくみ取り式トイレにためてお
くことは衛生的でなく、また、悪臭の原
因となります。
　下水道を整備し、トイレを水洗化する
ことで、浄化槽を設置せずに下水道管に
流すことができます。清潔で快適な水洗
トイレが使え、悪臭もなくなります。

 生活環境が改善されます生活環境が改善されます
　生活雑排水が住宅のまわりにた
まると、ハエや蚊の発生やいやな臭
いの原因となります。
　下水道を整備することで生活雑
排水をすみやかに流し、快適で衛生
的な生活ができるようになります。

飼
い
犬
の
町
へ
の
登
録
と

狂
犬
病
予
防
注
射
は

お
済
み
で
す
か
？

　
新
し
く
犬

を
飼
う
場
合

や
、
犬
と
一
緒

に
他
の
市
町

村
か
ら
転
入

さ
れ
た
場
合

は
町
に
犬
の
登
録
が
必
要
で
す
。
手
続
き

は
交
通
環
境
政
策
課
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
飼
い
犬
へ
の
予
防
注
射
は
、
毎

年
１
回
の
接
種
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る

た
め
、
動
物
病
院
な
ど
で
接
種
を
お
願
い

し
ま
す
。

　
そ
の
他
、
登
録
済
み
の
飼
い
犬
が
亡
く

な
っ
た
場
合
は
、
登
録
情
報
の
適
正
な
管

理
の
た
め
、
交
通
環
境
政
策
課
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

町
営
住
宅
入
居
者
募
集

令
和
５
年
度 

第
３
回
町
営
住

宅
入
居
者
募
集
に
つ
い
て
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

◆問い合わせ先　上下水道課　下水道担当　☎ 0748-52-6579

◆
問
い
合
わ
せ
先

　交
通
環
境
政
策
課
　環
境
政
策
担
当

☎
0
7
4
8-

5
2-

6
5
7
8

桜
谷
地
区
に
農
村
R
M
O
推
進
協
議
会
が
設
立

〜
農
業
・
地
域
資
源
・
生
活
支
援
を
合
わ
せ
た
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
拠
点
へ
〜

　
９
月
３
日（
日
）、
桜
谷
地
域
農

村
R
M
O
推
進
協
議
会
が
設
立
さ

れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
、
農
林
水
産
省
の
農
村

型
地
域
運
営
組
織（
農
村
R
M
O
）

形
成
推
進
事
業
の
一
環
で
、
少
子

高
齢
化
が
進
む
中
山
間
地
の
地
域

保
全
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
協
議
会
は
、
桜
谷
地
区
に
あ
る

15
の
自
治
会
と
15
の
農
業
組
合
、

桜
谷
地
区
の
農
業
委
員
、
J

A
グ

リ
―
ン
近
江
等
で
構
成
さ
れ
て
お

り
、
住
民
の
意
向
調
査
、
農
用
地

保
全
の
体
制
検
討
や
、
農
産
物
の

ブ
ラ
ン
ド
化
に
向
け
た
検
討
等
が

行
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
協
議
会
の

事
務
所
で
あ
る
J

A
グ
リ
ー
ン
近

江
旧
日
野
北
支
店
を
活
用
し
た
地

域
の
居
場
所
づ
く
り
等
に
も
取
り

組
ん
で
い
か
れ
ま
す
。

募
集
期
間

　
11
月
６
日（
月
）〜
11
月
24
日（
金
）

募
集
団
地

・
第
１
内
池
団
地（
内
池
1
5
0
番
地
）

　
平
成
14
年
築（
木
造
２
階
建
）

　
２
D
K�

１
戸

・
西
山
団
地（
豊
田
2
0
5
番
地
23
）

　
昭
和
60
年
築（
P
C
造
２
階
建
）

　
３
D
K�

１
戸

入
居
資
格

　
次
の
①
〜
⑦
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

①

日
野
町
内
に
居
住
し
て
い
る
ま
た

は
勤
務
地
を
有
し
て
い
る
こ
と

（
３
か
月
以
上
）

②

持
ち
家（
共
有
名
義
を
含
む
）が
な

く
、
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と

③

税
・
公
共
料
金
等
の
滞
納
が
な
い

こ
と

④

現
に
同
居
し
、
ま
た
は
同
居
し
よ

う
と
す
る
親
族
が
い
る
こ
と

　
※

た
だ
し
、
左
記
の（
１
）〜（
６
）

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
は

単
身
で
も
入
居
で
き
ま
す
。

　
⑴
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

　
⑵
60
歳
以
上
の
方

　
⑶

身
体
障
が
い
者
で
そ
の
障
が
い
の

程
度
が
１
級
か
ら
４
級
ま
で
の
方

　
⑷

精
神
障
が
い
者
で
そ
の
障
が
い

の
程
度
が
１
級
か
ら
３
級
ま
で

の
方

　
⑸

知
的
障
が
い
者
で
そ
の
障
が
い

の
程
度
が
精
神
障
が
い
の
程
度

に
相
当
す
る
方

　
⑹

D
V
被
害
者
に
該
当
す
る
方

⑤

１
か
月
あ
た
り
の
収
入
が
定
め
ら

れ
た
基
準
以
下
で
あ
る
こ
と

⑥

連
帯
保
証
人（
２
名
）を
た
て
ら
れ

る
こ
と

⑦

申
込
者
お
よ
び
同
居
親
族
が
反
社

会
的
勢
力
に
属
さ
な
い
こ
と

月
額
家
賃

　
入
居
者
の
収
入
お
よ
び
住
宅
の
諸

条
件
に
よ
り
決
定
し
ま
す
。

入
居
可
能
予
定
日

　
令
和
６
年
１
月
中
旬
ご
ろ

　
※

入
居
者
の
入
退
去
、
住
宅
の
状

況
等
に
よ
り
募
集
団
地
の
変
更

等
が
生
じ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

戸
数
・
規
格
・
家
賃
の
詳
細
・

最
新
の
情
報
は
、
町
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
入
居
に
つ
い
て
は
左
記
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
人
権
擁
護
委
員�

正お
お

親ぎ

　
　
肇は

じ
め

さ
ん
（
上
迫
）

●
日
野
町
監
査
委
員�

東あ
ず
ま

　
源げ

ん

一い
ち

郎ろ
う

さ
ん
（
三
十
坪
下
）

●
日
野
町
固
定
資
産�

増ま
す

田だ

昌し
ょ
う

一い
ち

郎ろ
う

さ
ん
（
西
大
路
１
区
）

　
　
評
価
審
査
委
員
会
委
員�

畝あ
ぜ

田た

　
鉄て

つ

也や

さ
ん
（
村
井
３
区
）

●
日
野
町
公
平
委
員
会
委
員�

葊ひ
ろ

瀨せ

　
眞ま

弓ゆ
み

さ
ん
（
上
野
田
中
）

●
日
野
町
教
育
委
員�

村む
ら

井い

　
優ゆ

う

子こ

さ
ん
（
西
大
路
２
区
）

●
日
野
町
西
山
財
産
区

　
管
理
会
財
産
区
管
理
委
員

　
岩い

わ

谷た
に

　
茂し

げ
る

さ
ん
（
内
池
東
）

　
池い

け

内う
ち

　
俊と

し

宏ひ
ろ

さ
ん
（
内
池
西
）

　
北き

た

西に
し

　
茂し

げ
み巳

さ
ん
（
猫
田
）

　
藤ふ

じ

﨑さ
き

　
純じ

ゅ
ん
じ士

さ
ん
（
別
所
）

委
員
の
皆
さ
ん
が

委
員
の
皆
さ
ん
が
選
任
・
推
薦

選
任
・
推
薦
さ
れ
ま
し
た

さ
れ
ま
し
た

　
９
月
議
会
で
、左
記
の
と
お
り
委
員
の
皆
さ
ん
が
選
任
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

　
な
お
、人
権
擁
護
委
員
に
つ
き
ま
し
て
は
、法
務
大
臣
に
推
薦
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。委
員
の
皆

さ
ん
、よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先
　農
林
課
　農
林
振
興
担
当�

☎
0
7
4
8-

5
2-

6
5
6
3

◆
問
い
合
わ
せ
先
　建
設
計
画
課
　都
市
計
画
担
当

　☎
0
7
4
8-

5
2-

6
5
6
7

16広報ひの　2023.11



下水道への接続をお願いします！
 下水道が完成すると…
　台所やお風呂の排水を下水道管に流すことができます。し尿もトイレを水洗にすれば、浄化槽を設置
せずにそのまま下水道管に流せます。
　工場や事業所などの排水も、有害物質を除いて下水道管に流せるようになります。
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道接続率は他市町と比べると低いのが現状です。今一度下水道への接続をご検討ください。
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ときれいな自然を守ることができます。

 トイレが水洗化されますトイレが水洗化されます
　し尿をくみ取り式トイレにためてお
くことは衛生的でなく、また、悪臭の原
因となります。
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よ
び
住
宅
の
諸

条
件
に
よ
り
決
定
し
ま
す
。

入
居
可
能
予
定
日

　
令
和
６
年
１
月
中
旬
ご
ろ

　
※

入
居
者
の
入
退
去
、
住
宅
の
状

況
等
に
よ
り
募
集
団
地
の
変
更

等
が
生
じ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

戸
数
・
規
格
・
家
賃
の
詳
細
・

最
新
の
情
報
は
、
町
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
入
居
に
つ
い
て
は
左
記
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
人
権
擁
護
委
員�

正お
お

親ぎ

　
　
肇は

じ
め

さ
ん
（
上
迫
）

●
日
野
町
監
査
委
員�

東あ
ず
ま

　
源げ

ん

一い
ち

郎ろ
う

さ
ん
（
三
十
坪
下
）

●
日
野
町
固
定
資
産�

増ま
す

田だ

昌し
ょ
う

一い
ち

郎ろ
う

さ
ん
（
西
大
路
１
区
）

　
　
評
価
審
査
委
員
会
委
員�
畝あ

ぜ

田た

　
鉄て

つ

也や

さ
ん
（
村
井
３
区
）

●
日
野
町
公
平
委
員
会
委
員�
葊ひ

ろ

瀨せ

　
眞ま

弓ゆ
み

さ
ん
（
上
野
田
中
）

●
日
野
町
教
育
委
員�

村む
ら

井い

　
優ゆ

う

子こ

さ
ん
（
西
大
路
２
区
）

●
日
野
町
西
山
財
産
区

　
管
理
会
財
産
区
管
理
委
員

　
岩い

わ

谷た
に

　
茂し

げ
る

さ
ん
（
内
池
東
）

　
池い

け

内う
ち

　
俊と

し

宏ひ
ろ

さ
ん
（
内
池
西
）

　
北き

た

西に
し

　
茂し

げ
み巳

さ
ん
（
猫
田
）

　
藤ふ

じ

﨑さ
き

　
純じ

ゅ
ん
じ士

さ
ん
（
別
所
）

委
員
の
皆
さ
ん
が

委
員
の
皆
さ
ん
が
選
任
・
推
薦

選
任
・
推
薦
さ
れ
ま
し
た

さ
れ
ま
し
た

　
９
月
議
会
で
、左
記
の
と
お
り
委
員
の
皆
さ
ん
が
選
任
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

　
な
お
、人
権
擁
護
委
員
に
つ
き
ま
し
て
は
、法
務
大
臣
に
推
薦
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。委
員
の
皆

さ
ん
、よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先
　農
林
課
　農
林
振
興
担
当�

☎
0
7
4
8-

5
2-

6
5
6
3

◆
問
い
合
わ
せ
先
　建
設
計
画
課
　都
市
計
画
担
当

　☎
0
7
4
8-

5
2-

6
5
6
7
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